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市制施行２０周年をより一層盛り上げるため、 

ロゴマークをご活用ください！！ 
 

 南島原市は、令和８年３月３１日に市制施行から２０周年を迎えます。 

 この記念すべき節目を市全体で皆さまとお祝いする機運を醸成するとともに、市の魅力を市内外へ発信す

ることを目的に、イラストレーター「花くまゆうさく」さんに制作していただきました。 

 ロゴマークは、世界文化遺産”原城跡の石垣”、”ゆるキャラ：ベイガ船長”、”市の花：ひまわり”、”市の木：あこ

うの木”を配置しています。 

 このロゴマークを多くの機会で使用していただき、市制施行２０周年を多くの皆さまと一緒に盛り上げていき

たいと考えております。 

 ぜひ、さまざまな場面でご活用ください！！ 
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使用できる者、使用用途など 
 

市長に申請を行うことで、無料でロゴマークを使用できます。 

（取扱要領および本ガイドラインに従って使用してください） 

 

●使用できる者 

 個人・団体・法人を問わず、どなたでも使用することが可能です。 

 

●使用条件 

 営利・非営利を問わず無料で使用することができます。ただし、次の場合は使用できません。 

① 南島原市市制施行 20 周年記念ロゴマーク使用取扱要綱第８条に規定する遵守事項に違反したとき。 

② 南島原市の品位を傷つけるおそれ又は正しい理解の妨げになるおそれがあるとき。 

③ 法令若しくは公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。 

④ 特定の個人、政党、宗教団体等を支援するものであるとき、又はこれらを支援若しくは公認しているよう

な誤解を与えるおそれのあるとき。 

⑤ 次のいずれかに該当する者に益する方法で使用するとき。 

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「法」とい

う。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

ウ 役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的 に関与している者 

エ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 

⑥ 第三者の知的財産権を侵害するおそれがあるとき。 

⑦ その他市長が不適当と認めるとき。 

 

●指定される用途 

 パンフレット、チラシ、バナーフラッグ、商品、ノベルティグッズ、名刺、刊行物 など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用について 
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使用できる者、使用用途など 
 

ロゴマークの使用については、案件ごとに使用申請が必要となります。 

 使用申請は、所定の様式を南島原市総務秘書課に提出いただくか、市公式 LINE 申請にて必要書類を 

添えて、申請してください。 

 

●申請書類 

①南島原市市制施行 20 周年記念ロゴマーク使用申請書（様式第１号） 

②使用イメージがわかるもの 

③会社概要など（申請者が個人の場合は不要） 

 

●提出方法 

 郵送、窓口持参、E メール、FAX のいずれかの方法 

 ・住 所：〒８５９－２２１１ 南島原市西有家町里坊９６番地２ 

           南島原市 総務部 総務秘書課 宛 

 ・E メ ー ル：hisyokouhou@city.minamishimabara.lg.jp 

 ・T E L：０９５７－７３－６６２１ 

 ・F A X：０９５７－８２－３０８６ 

 

●申請が不要な場合 

 家庭内および小規模グループ内またはこれに準ずる範囲内において、営利を目的とせず使用するとき。 

 （例）自治会や自主グループ総会などの資料掲載 など 

 

※ご不明な点がありましたら、南島原市総務秘書課までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用手続き 

LINE 申請 
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基本デザイン（カラー） 基本デザイン（モノクロ） 

 

 

 

丸バッチ風（１） 丸バッチ風（２） 

 

 

・各々のサイズも自由ですが、はっきりと見える（認識できる）範囲で使用してください。 

・ロゴマークを使用する場合は、この基本デザインおよび丸バッチ風以外のフォントや色は使用できません。 

基本デザイン 
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変形する（縦横比率の変更） 回転する 反転する 

 

  

グラデーションなど効果の追加 識別しにくい表示 指定以外の色 

   

図形などの追加や挿入 他のフォントで表現 一部欠けた状態 

   

 

 

基本デザインのイメージを損なう使用はできません。 

（商品に直接印字する焼き印など、カラー色、単色の場合の色の濃淡、白色の表現ができない場合などに 

 ついては、南島原市総務秘書課にご相談ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適さない使用例 
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南島原市 総務部 総務秘書課 

住 所：〒８５９－２２１１ 南島原市西有家町里坊９６番地２ 

E メール：hisyokouhou@city.minamishimabara.lg.jp 

T E L：０９５７－７３－６６２１ 

F A X：０９５７－８２－３０８６ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 


